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積立式宅地建物販売業許可申請事務処理要領（抜粋） 

 

平成30年12月10日 

 

 法  … 積立式宅地建物販売業法 

 規則 … 積立式宅地建物販売業法施行規則 

 

５ 積立式宅地建物販売業者名簿（法第12条、第13条） 

（１）名簿の備付けについて 

   法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び規則第11条で定める

事項を記載した名簿（以下「積立式宅地建物販売業者名簿（別紙様式第16号）」

という。）を備え付ける。 

（２）名簿等の閲覧について（規則第14条） 

   積立式宅地建物販売業者名簿（別紙様式第16号）及び積立式宅地建物販売

業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供する。閲覧を希望する

者は、名簿閲覧申請書（別紙様式第17号）を記載し提出することとする。 

（３）閲覧の対象となる業者の範囲 

   埼玉県知事の許可を受けた業者及び国土交通大臣の許可を受けた積立式

宅地建物販売業者で埼玉県の区域内に主たる事務所を有するもの。 
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別紙様式第16号 
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別紙様式第17号 

 

 


